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水俣市公設学童クラブ管理運営業務委託仕様書 

 

水俣市（ 以下 「市」という。）が委託する水俣市公設学童クラブ管理運営に

必要な内容及び範囲は、「水俣市公設学童クラブ（一小ふれあい学童クラブ・二

小ふれあい学童クラブ）指定管理候補者募集要項」のほか、この仕様書による。 

 

１ 業務委託名 

水俣市公設学童クラブ管理運営業務委託 

 

２ 実施場所 

  指定管理者制度を導入する施設の名称及び位置 

名  称 場  所  

ふくろふれあい学童クラブ 水俣市袋１４１３番地 ※公募なし 

一小ふれあい学童クラブ 水俣市陣内１丁目１番８８号 ※公募 

二小ふれあい学童クラブ 水俣市栄町１丁目２番１号（一部） 

水俣市栄町１丁目３番２４号 

※公募 

 

３ 委託期間 

令和７年４月１日から令和１０年３月３１日までとする。また、協定締結日

から令和７年３月３１日までの期間は、業務実施準備期間とする。 

なお、業務実施の準備に要する費用は、受託者の負担とする。 

 

４ 開所日及び開所時間 

  休館日、開館時間等管理の基準の具体的な内容 

  適切な管理観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項は、次のとお

りとする。 

（１） 休館日及び開館時間 

休館日 

 

 

･日曜日 

･国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日 

･１２月２９日から翌年１月３日まで 

開館時間 

 

 

 

･平日は授業の終了後から、原則３時間以上の開所時間を設け午

後６時まで。 

･水俣市立小･中学校管理規則（昭和３３年教育委員会規則第１号）

第３条に規定する休業日にあっては、原則８時間以上の開所時間

を設け午前８時から午後６時まで 

･市長が特に認めたときは、開館時間を変更することができる。 
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５ 対象及び定員 

（１） 対象となる児童 

市内の小学校に就学し、保護者が労働等のため昼間家庭にいない小学 

校１年生から６年生までの児童であって、市が放課後児童クラブへの入所

を決定した者とする。 

（２） 定員及び支援単位数 

名称 定員 支援単位数 

ふくろふれあい学童クラブ ３５ １ 

一小ふれあい学童クラブ ６０ １ 

二小ふれあい学童クラブ ６０ １ 

入所を希望する児童の数が定員を超過する場合は、施設の規模や児童 

の出席率等を勘案し、運営に支障がない範囲で弾力的に受け入れるもの

とする。 

 

６ 運営に関する基本的な事項 

事業の管理運営に当たっては、次に掲げる事項に沿って適正に行うこと。 

（１） 事業の目的を十分に理解し、児童の健全育成及び安全の確保を図ると

ともに、子育て家庭の保護者が安心して働ける環境づくりに資するよう

運営すること。 

（２） 利用者の心情に配慮し、きめ細かいサービスの提供に努めること。 

（３） 利用者の公平利用を確保し、公平・公正な運営を行うこと。 

（４） 市、学校及び地域との連携を図り、適切に運営すること。 

（５） 効率的な運営を行い、経費の節減を図ること。 

 

７ 法令等の遵守 

事業の管理運営に当たっては、本仕様書のほか、次に掲げる放課後児童健全

育成事業に係る関係法令等を遵守しなければならない 

  なお、維持管理の基準に関する細目的事項は、協議のうえ協定で定める。 

（１） 水俣市学童クラブの設置等に関する条例、同施行規則 

（２） 水俣市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例 

（３） 放課後児童健全育成事業実施要綱 

（４） 児童福祉法、同施行令、同施行規則 

（５） 子ども・子育て支援法、同施行令、同施行規則 

（６） 次世代育成支援対策推進法、同施行令、同施行規則 

（７） 身体障害者福祉法、同施行令、同施行規則 

（８） 地方自治法、同施行令、同施行規則ほか行政関係法令 

（９） 労働基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法ほか労働関係法令 
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（10） ビル管理法、同施行規則、水道法、同施行規則、建築基準法、消防法、 

   同施行規則、電気事業法、下水道法、同施行規則、その他施設、設備の維

持管理又は保守点検に関する法令 

（11） その他 

・指定管理者は、施設の管理等に関し知り得た個人情報の保護を図るた 

め、個人情報の保護に関する法律の規定に従い、協定において定める安

全確保の措置を講じなければならない。 

・指定管理業務を行うに当たり作成し又は取得した文書等は、適正に管理

し、５年間保存すること。指定期間を過ぎた後も同様とします。 

   ・指定管理者は、業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と温室効 

果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの 

推進、廃棄物の適正処理に努めること。また、環境負荷の軽減に配慮し 

た物品等の調達（グリーン調達）に努めること。 

   ・防災・防犯のための対策を講じ、利用者の安全確保を図ること。 

   ※管理の基準に関する細目的事項は、協議のうえ、協定で定めます。 

 

８ 委託業務の範囲 

（１） 児童の健全な保育に関する業務 

ア 児童の健康管理 

児童の健康状態については、学校及び保護者と連携して日常的に把 

握し、放課後児童支援員及び補助員（以下、「支援員等」という。）の間

で情報を共有しておくこと。異常が認められる場合は、保護者への連絡

など状況に応じた適切な対応を行うこと。 

イ 安全確保 

事故の未然防止に努めるとともに、けがをした場合の応急処置及び 

医療機関への連絡体制などを整えること。また、火災、地震、大雨、不

審者の侵入等緊急時の対応についてマニュアル等を整備し、避難訓練

の実施、学校、警察等との連携及び協力、安全対策物品の常備等の安全

確保に努めること。 

ウ 生活、遊び等の指導 

生活や遊びを通じて児童の情緒の安定を図り、自主性及び社会性を 

培う指導を行うこと。 

エ 特別な支援が必要な児童への対応 

特別な支援が必要な児童の受け入れに当たっては、その状況を十分に 

把握した上で市と協議し、適切な配慮及び環境整備を確認後、可能な限

り受け入れること。 

（２） 事業の運営及び施設管理に関する業務 

ア 放課後児童クラブ運営指針に沿った運営を行うこと。 
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イ 出欠席簿及び指導日誌の作成 

児童の出欠状況を把握するとともに、指導日誌等により日々の業 

務内容を記録し、支援員等の間での引継ぎを円滑に行うこと。 

ウ 勤務表及び出勤簿の作成 

適切な人員配置を行うとともに、適正な労務管理を実施すること。 

エ おやつ等の購入及び準備 

食物アレルギー体質の児童に対して、保護者と事前に相談し、十分な

対策を講じること。 

オ 施設・設備・備品の管理と環境整備 

日常的に施設及び設備の点検を実施し、安全対策及び危険個所の事

前把握並びに防犯対策安全管理及び施錠を徹底すること。また、備品の

適正管理及び施設内の清掃の実施等、適切な環境整備に努めるととも

に、備品の破損又は施設・設備に修繕が必要となった場合は速やかに市

に報告すること。 

（３） 保護者対応に関すること 

放課後児童クラブの運営においては保護者との連携・協力を密に行 

うこと。また、放課後児童クラブの運営を円滑に行うことができるよう、

適宜、保護者説明会等を開催するなど十分な説明を行うこと。 

（４） 関係機関との連携に関すること 

学校及び地域との連携を図り、信頼関係を構築すること。 

（５） その他 

放課後児童クラブの適正な管理及び運営上必要な業務があるときは、

市と協議の上、実施すること。 

 

９ 支援の体制 

（１） 職員の資格 

ア 放課後児童支援員（以下「支援員」という。） 

支援員は、水俣市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例第１０条第３項各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が行う研修を終了した

もの（令和７年３月３１日までに終了することを予定している者を含

む。）とする。 

イ 放課後児童支援補助員（以下「補助員」という。） 

補助員は、支援員が行う支援について補助する者とする。 

（２） 職員の配置 

ア 支援員の数は、５（２）の支援単位において２人以上とする。ただし、

支援員のうち１人は、補助員をもってこれに代えることができる。 

イ 特別な支援を必要とする児童に対応する必要がある場合又はその他 
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特別な事由がある場合は、市と協議の上、必要に応じて職員を加配する

ものとする。 

（３） 職員の継続雇用 

入所児童等への影響を考慮し、令和６年度中に既に放課後児童クラブに

勤務している者の雇用にできる限り努めること。 

（４） 支援員等の報告 

受託者は、支援員等の氏名・年齢等を記載した名簿及び体制表を年度ご 

とに市へ提出すること。その際、常勤・非常勤を明らかにすること。また、

支援員等の交代等による変更がある場合は、その都度、市へ名簿及び体制

表を提出すること。 

※ここで言う「常勤」とは、開所している日及び時間の全てを年間を通し

て専ら育成支援の業務に従事している職員のことをいう。 

 

１０ 支援員等の研修 

（１） 支援員等の専門性の向上を目的とした研修を実施すること。 

（２） 支援員等は、自己の研鑽に努めること。 

 

１１ 労働安全衛生 

（１） 安全衛生 

支援員等の安全衛生の確保及び改善を図り、適正な職場環境を整備す 

ること。 

 

１２ 保険等の加入 

（１） 通常の保育活動に際して発生する児童の負傷等に対応するため、普通傷

害保険に加入すること。 

（２） 保育業務に起因して、児童等に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負

う場合の補償のため、賠償責任保険に加入すること。 

 

１３ 事故発生時の対応 

事故等が発生したときは、直ちに適切な措置を講じるとともに、その内容

等を速やかに市へ報告すること。また、事故等の発生に際しては、速やかに

事故の原因等を究明し、再発防止に努めること。 

 

１４ 苦情等の対応 

保護者等からの要望や苦情に対しては、迅速かつ適切に誠意をもって対応

すること。また、要望、苦情の内容及び対応結果については、市に報告する

とともに、支援員等の間で共有し業務内容の向上に活かすこと。 
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１５ 損害賠償 

次に掲げる事項に該当し、その結果、市に損害を与えたときは、受託者は

市に損害を賠償しなければならない。 

（１） 故意又は過失により、児童、保護者等にけが等を負わせたとき。 

（２） 故意又は過失により、設備・備品等を損壊、紛失又は遺棄したとき。 

 

１６ 守秘義務及び個人情報保護 

（１） 守秘義務 

業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用する 

ことはできない。業務終了後も同様とする。 

（２） 個人情報保護 

業務の遂行に当たり個人情報を取り扱う場合は、関係法令及び個人情 

報の保護に関する法律を遵守すること。 

 

１７ 委託料 

（１） 委託料は、各年度が始まる前月までに、協定書とは別に「放課後児童健

全育成事業委託料に関する契約」を締結する。また、原則として、各年度

４月、８月、１２月の３回に分けて支払うものとする。 

（２） 市は、請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払うものとす

る。 

 

１８ 業務・リスク又は費用の分担区分 

（１） 業務・リスクの分担区分は、別表１及び別表３のとおりとする。 

（２） 人件費以外の費用分担区分は、別表２のとおりとする。 

 

１９ 事業計画及び報告 

（１） 事業計画書 

各年度の２月末までに当該年度の翌年度に係る次に掲げる内容を記載 

した事業計画書を市に提出すること。 

ア 管理運営の体制 

イ 事業の概要及び実施する時期 

ウ 管理運営に要する経費の総額及び内訳 

エ その他市が必要と認める事項 

（２） 業務実績報告書等 

ア 月次報告書 

   毎月終了後１０日以内に管理業務の実施内容及び実績について、明

記した実績報告書を市に提出すること 

イ 年次報告書 
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会計年度終了後、１か月以内に管理業務に係る事業報告書を提出す 

ること。 

なお、事業報告書に記載する事項は、次のとおりとする。 

（ⅰ） 管理運営の実施状況 

（ⅱ） 学童クラブの利用状況 

（ⅲ） 利用料の収入の実績 

（ⅳ） 管理経費の収支決算 

（ⅴ） その他市が必要と認める事項 

 

２０ 状況報告及び現地調査 

市は、事業の管理運営状況について受託者に報告を求めるとともに、必要

に応じて現地調査を行うことができる。また、受託者はこれを拒むことがで

きない。 

 

２１ 委託契約の解除 

市は、受託者が行う運営業務の適正を期すため、次に掲げる事由に該当す

る場合には、委託契約を解除し、又は期間を定めて運営業務の全部又は一部

の停止を命じることができる。 

（１） 受託者が、市が行う報告の要求、実地調査又は必要な指示に従わないと

き。 

（２） 受託者による管理運営を継続することが適当でないと市が認めたとき。 

 

２２ 業務の引継ぎ 

受託者は、契約期間が満了したとき又は契約を解除されたときは、速やか

に事業の管理運営に関する事務を整理し、市と市が指定する者に対して業務

の引継ぎを行うこと。 

 

２３ 協議協議 

本仕様書に定めのない事項又は内容に疑義が生じた場合は、市と協議の上

決定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

（別表１）業務分担区分  

項目 業務内容 市 受託者 

事業全般 事業運営の総括  〇 

関係機関との連絡調整  〇 

保護者の対応  〇 

学童舎の利用の管

理 

利用児童の入退室の把握  〇 

利用児童以外の入退室の管理  〇 

防犯対策、不審者侵入等の監視、

警備 

 
〇 

施設、建物の保守、

軽微な修繕 

学童舎及び付随する家具、什器等

の安全点検 

 
〇 

照明装置の維持、交換  〇 

建物の破損個所の点検、補修  〇 

その他施設、建物の軽微な修繕

（大規模なものは市に協議） 

 
〇 

施設、建物周辺の維

持管理 

学童舎周辺の危険個所の把握、点

検 

 
〇 

学童舎周辺の植栽、駐車場等の管

理 

 
〇 

上下水道設備 上下水道の日常保守管理  〇 

上下水道設備の維持管理、補修  〇 

浄化槽の日常保守管理  〇 

浄化槽の定期点検、薬液補充等  〇 

浄化槽の清掃、法廷検査  〇 

空調衛生設備 日常保守管理  〇 

定期点検  〇 

消防用設備 日常保守管理  〇 

消火設備の定期点検  〇 

清掃 日常的な清掃  〇 

定期清掃  〇 

ガラス清掃  〇 

指導計画等の作成 年間及び月間指導計画の作成  〇 

出欠席簿及び指導日誌の作成  〇 

利用者スケジュールの管理  〇 

上記の確認 〇  
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入会申込等の手続 新規募集の案内 〇 〇 

入会申込書、脱会届の受付・受理 〇  

入会承認・不承認通知書の作成・

配布 
〇  

申込事項の変更による就労証明書

等の受付・受理 
〇  

利用料（保護者負担

金）の徴収等 

利用料（保護者負担金）に関する

こと 
 〇 

消耗品及びおやつ

の購入等 

消耗品の購入及び管理  〇 

おやつの購入及び管理  〇 

支援員等の採用・労

務管理 

支援員等の募集採用及び配置  〇 

支援員等の出退勤管理（勤務表の

作成） 
 〇 

支援員等の給与等の支払い  〇 

支援員等の資質向上のための研修

の実施・参加 
 〇 

支援員等の職場環境の整備（健康

管理） 
 〇 

安全管理・施設管理 安全対策及び非常災害対策に関す

ること 
 〇 

事故発生時等の対応及び記録の作

成・報告 
 〇 

施設内及び敷地内清掃・整備  〇 

施設・設備の日常的な点検及び簡

易な修繕 
 〇 

備品の管理  〇 

その他 児童の保険加入・請求手続き  〇 

特別な支援を必要とする児童への

対応 
 〇 

児童虐待への対応  〇 

苦情処理等の対応  〇 

研修等への参加  〇 

 保護者宛て各種文書等の作成・配

布 
 〇 
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（別表２）費用分担区分 

項目 業務内容 市 受託者 

報償費 研修会・行事に係る講師謝礼等  〇 

旅費 支援員等の研修等に係る旅費  〇 

需用費 消耗品  〇 

光熱水費  〇 

食糧費（おやつ等）  〇 

印刷費  〇 

医薬材料費  〇 

役務費 電話料  〇 

保険料（傷害保険及び賠償責任保険）  

 
〇 

備品購入費 備品購入費（１件当たり５万円以上） 

※詳細は両者協議により決定する。 
〇 〇 

その他 支援員に係る経費（研修参加費等）  〇 

施設・設備等の修繕で受託者に過失が

あるもの。 
 〇 

上記以外の施設・設備等の修繕又は営

繕（２０万円以上） 
〇  

上記に定めのないもの 両者協議 
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（別表３）リスク分担区分 

項目  市 受託者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う

経費の増 
 〇 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  〇 

政治又は行政的理

由による事業変更 

政治、行政的理由から、運営業務

の継続に支障が生じた場合又は業

務内容の変更を余儀なくされた場

合の増加経費負担 

〇  

不可抗力 不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地

震、落盤、火災、争乱、暴動その

他の県又は指定管理者のいずれの

責めにも帰すことのできない自然

的又は人為的な現象）に伴う、施

設、設備の修復による経費の増加

及び事業履行不能 

〇  

施設・設備の損傷 経年劣化によるもの 〇  

第三者の行為から生じたもので相

手方が特定できないもの 
〇  

第三者への賠償 管理者としての注意事務を怠った

ことにより損害を与えた場合 
 〇 

上記以外の理由により損害を与え

た場合 
〇  

セキュリティ 管理不備による情報漏えい、犯罪

発生等 
 〇 

事業終了時の費用 指定管理業務の期間が終了した場

合又は期間途中における業務を廃

止した場合における事業者の撤収

費用 

 〇 

契約解除時の賠償 委託契約を解除した場合に市が受

けた損害（市が事業を継続するた

めに要した費用） 

 〇 

上記に定めのないもの 両者協議 

 


